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第 6章 安全で安心して暮らせる生活環境の保全 

第 1 節 大気環境の保全 

◎現状と課題 

（1）現 状 

主な大気汚染物質（下表）には、それぞれ環境基

準が設定されています。（巻末資料＜2－1＞） 

 

※ダイオキシン類については、「第 3 節 騒音・振動・悪

臭・化学物質対策等の推進」に記載 

 

広域的な大気汚染に対応するため、県内全域を

対象とした 19地点に環境測定局を設置し、自動測

定機により汚染状況の常時監視を行っています。 

また、長期ばく露により健康被害が懸念される

ベンゼンなどの有害大気汚染物質について、毎月 5

地点で測定しており、環境大気中の石綿（アスベス

ト）濃度についても調査を実施しています。 

 

 

 

◆二酸化硫黄                 ◆二酸化窒素 

昭和 48 年度に比べて、年平均値は 1/10 以

下と著しく低下しており、近年はほぼ横ばい

で推移しています。 

昭和 48 年度に比べて、一般環境大気測定局

の年平均値は 1/2 以下に、自動車排出ガス測

定局の年平均値は 1/4 以下に低下しており、

近年はほぼ横ばいで推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R4 年度 R5 年度 

達成率 

（％） 

達 成局数／ 

有効測定局数 
達成率 

（％）

達 成局数／ 

有効測定局数 

二 酸 化 硫 黄 100 14／14 100 13／13 

二 酸 化 窒 素 100 17／17 100 16／16 

一 酸 化 炭 素 100 2／2 100 2／2 

浮遊粒子状物質 100 17／17 100 16／16 

光化学オキシダント  0 0／13  0 0／13 

微小粒子状物質 100 12／12  100 12／12 

 

R4 年度 R5 年度 

達成地点数／ 

測定地点数 

達成地点数／ 

測定地点数 

ベ ン ゼ ン 5／5 5／5 

トリクロロエチレン 5／5 5／5 

テトラクロロエチレン 5／5 5／5 

ジクロロメタン 5／5 5／5 

二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子

状物質、光化学オキシダント、微小粒子状物質、

ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエ

チレン、ジクロロメタン 

大気汚染に係る環境基準の達成状況 

資料：香川県環境管理課 

資料：香川県環境管理課 資料：香川県環境管理課 
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◆一酸化炭素                  

 

◆浮遊粒子状物質 

昭和 51 年度に比べて、年平均値は 1/5 以下

に低下しており、近年は横ばいで推移していま

す。 

昭和 52 年度に比べて、年平均値は 1/3 以下に

低下しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

◆光化学オキシダント 

環境基準超過時間数は、昭和 52 年度以降、大幅に減少していましたが、近年、増加傾向にあり、

濃度上昇時には光化学オキシダント予報、注意報を発令しています。 

光化学オキシダントの原因物質の一つである非メタン炭化水素の年平均値は、昭和 53 年度に比

べて 1/5 以下に低下しており、近年は横ばいで推移しています。 
 

 

 

 

 
 

◆微小粒子状物質（ＰＭ2.5） 

工場や自動車の影響のほか、自然由来や越境

汚染の影響があり、2～5月に濃度が高くなる傾

向があります。測定を開始した平成 24 年度以

降、年平均値は緩やかな低下傾向がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆有害大気汚染物質（令和 5年度） 
 

汚 染 物 質 
調 査 

地点数 

年平均値 

（μg/㎥） 

環境基準 

（1年平均値） 

ベ ン ゼ ン 5 0.64～1.7 3μg/㎥以下 

トリクロロエチレン 5 0.020～0.36 130μg/㎥以下 

テトラクロロエチレン 5 0.018～0.11 200μg/㎥以下 

ジクロロメタン 5 0.89～6.0 150μg/㎥以下 

 

 

 

 

 

 

 

資料：香川県環境管理課 資料：香川県環境管理課 

資料：香川県環境管理課 

資料：香川県環境管理課 

資料：香川県環境管理課 資料：香川県環境管理課 
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◆環境大気中の石綿（アスベスト）濃度（令和 5年度） 
 

 

調査地域 
調 査 

地点数 
年間幾何平均値 最高値 最低値 

住 宅 地 域 4 0.10～0.22 0.35 0.062 

幹 線 道 路 

沿 線 地 域 
3 0.13～0.17 0.39 0.081 

農 業 地 域 1 0.11 0.14 0.069 

廃棄物処分場 

等 周 辺 地 域 
1 0.16 0.22 0.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※最高値、最低値は、半期ごとの幾何平均値の最高値、最低値 

※高松市実施分を含む 

（参考）一般環境における濃度基準は定められていない。

大気汚染防止法における特定粉じん発生施設の敷地境界

基準は 10 本/L 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）課 題 

本県の大気環境は、公害問題が深刻化していた時代に比べてかなり改善されており、二酸化硫黄や

二酸化窒素など、ほとんどの項目について環境基準を達成していますが、広域的な大気汚染の影響も

指摘されている光化学オキシダントや微小粒子状物質（ＰＭ2.5）については、濃度上昇が予想される

場合に、県民の健康被害を未然に防止する観点から、迅速かつ的確に、光化学オキシンダント注意報

やＰＭ2.5 注意喚起情報を発令し、県民への注意喚起を行えるよう、引き続き、注意深く監視を行って

いく必要があります。 

石綿（アスベスト）については、今後、建材に石綿を使用した建築物の老朽化に伴う解体が増加し

ていくことが見込まれており、また、近年の気象災害等の増加傾向から、災害時における石綿の飛散・

ばく露防止対策の強化も求められるなど、飛散防止対策の徹底に向け、平常時から関係機関との連携

を深めていく必要があります。 

 

 

◎具体的な取組み 

１ 監視の実施および県民への情報提供 

ア）大気環境の監視 

大気環境を保全するため、汚染が懸念される地域を中心に、大気汚染防止法に基づく大気環境の常

時監視を行っています。19 環境測定局および 4煙源測定局における測定データは県環境保健研究セン

ター内の大気汚染中央監視局を中心とした大気汚染常時監視システムに送られ、すべての測定局の状

況を常時監視しています。 
 

 

 

 

 

 

 

（単位：本/L） 

資料：香川県環境管理課 
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イ）有害大気汚染物質等のモニタリング 

有害大気汚染物質のうち測定方法が確立されている優先取組物質（21 物質）および水銀について、

坂出市など 5 地点で毎月モニタリング調査を実施するとともに、環境基準等と比較して相対的に濃度

の高い物質については、その原因等の調査・解析を実施しています。 

 

 

ウ）県民への情報提供 

大気汚染常時監視システムで収集した結果は、ホームページでリアルタイムに情報提供しています。

また、濃度上昇時には、光化学オキシダントの注意報やＰＭ2.5 の注意喚起情報等を、学校・社会福

祉施設等へＦＡＸ送信、県民向けにメール配信しています。 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

自動測定機による常時監視網 

県内のリアルタイムの状況（さぬきの空情報館ホームページ）

大気汚染常時監視システムでは、光化学オキシダントやＰＭ2.5 など県内の大気汚染物質の

測定データ（速報値）をさぬきの空情報館ホームページで提供しています。 

メール配信登録を行うと、香川県光化学オキシダント注意報等発令情報・ＰＭ2.5 注意喚起

情報のメールを受け取ることができます。 

ＵＲＬ さぬきの空情報館：https://www.taiki.pref.kagawa.lg.jp/index 

資料：香川県環境管理課 
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２ 大気汚染物質の発生源対策等の推進 

大気汚染防止法や生活環境保全条例、公害防止覚書などに基づき、規制基準などを遵守するよう、

工場・事業場に対する規制・指導を徹底しています。また、生活環境保全条例に、自動車排出ガス対策

に関する具体的な取組みを一層促進する規定を定めています。 

 

ア）工場・事業場に対する排出規制の推進 

① 大気汚染防止法による規制 

大気汚染防止法では、33 種類のばい煙発生施設、9 種類の揮発性有機化合物（ＶＯＣ）排出施設、

5 種類の一般粉じん発生施設、9種類の特定粉じん発生施設、9種類の水銀排出施設が規制の対象とな

っています。大気汚染防止法に基づく県内のばい煙発生施設などの届出件数（高松市受理分を含む。）

は、次のとおりです。 

 

 
 

施 設 名 届出施設数 

ボイラー 901  

焼成炉 113  

乾燥炉 95  

廃棄物焼却炉 37  

ディーゼル機関 74  

その他 104  

合計（電気事業法関係を除く全施設数） 1,324  
 

 

 

 

施 設 名 届出施設数 

コークス炉 3  

堆積場 185  

コンベア 557  

破砕機・摩砕機 70  

ふるい 67  

合計（電気事業法関係を除く全施設数） 882  

 

  

施 設 名 届出施設数 

塗装施設 11  

接着用乾燥施設 17  

グラビア乾燥施設 1  

工業用洗浄施設 2  

合計（電気事業法関係を除く全施設数） 31  

施 設 名 届出施設数 

一次施設（銅又は工業金） 7  

二次施設（銅、鉛又は亜鉛） 1  

廃棄物焼却炉 37  

合計（電気事業法関係を除く全施設数） 45  

水銀排出施設届出件数（令和 5年度末） 一般粉じん発生施設届出件数（令和 5年度末） 

資料：香川県環境管理課 資料：香川県環境管理課 

揮発性有機化合物排出施設届出件数(令和 5年度末) ばい煙発生施設届出件数（令和 5年度末） 

資料：香川県環境管理課 

資料：香川県環境管理課 
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② 生活環境保全条例による規制 

大気汚染防止法による規制や本県の現状を考慮

し、生活環境保全条例に基づき、次の施設を対象と

して規制を行っており、それぞれの届出件数（高松

市受理分を含む。）は、右表のとおりです。 

・ばい煙発生施設 

大気汚染防止法の対象規模未満の廃棄物焼却

炉（焼却能力 150～200kg/h） 

・粉じん発生施設 

大気汚染防止法の適用がない製材業または合板

製造業に利用する帯のこ盤、丸のこ盤と繊維板

製造業に利用する裁断機、オガライト製造施設

と原材料の堆積場 

 
 
 

③ 公害防止覚書などによる規制 

番の州地域や直島地域などに立地した企業との

間で、工場の特性に応じて法律の規制よりも厳しい

内容の覚書などを交換し、硫黄酸化物など大気汚染

物質の排出抑制を行っています。 

 

 

 

④ 立入検査の実施 

大気汚染防止法、生活環境保全条例に基づき、ば

い煙発生施設などを設置している工場・事業場に

対し、排出基準の遵守状況などについての立入検

査や、公害防止対策などの指導を行っています。 

令和 5 年度に行った立入検査（高松市実施分を

含む。）の実施状況は右表のとおりです。 

 

 

 

イ）自動車排出ガス対策の推進 

① アイドリングストップ、低公害車導入 

自動車排出ガス対策を推進するため、香川県生活環境の保全に関する条例に次のような規定を盛り

込んでいます。ホームページやチラシ配布等により、制度の啓発を行いました。 

(1) 自動車の使用の抑制、自動車の適正な整備と運転 

(2) アイドリングストップの実施 

(3) 低公害車等の導入・使用 

(4) 自動車販売事業者による自動車環境情報の提供 

(5) 一定規模以上の事業者による自動車排出ガス対策計画の作成 

施 設 名 届出施設数 

廃棄物焼却炉 45  

施 設 名 届出施設数 

帯のこ盤 138  

丸のこ盤 35  

チェンソー 2  

ベルトサンダー 7  

溝切機 4  

裁断機 1  

オガライト製造・堆積場 10  

施 設 の 種 類 
立入検査実施 
工場・事業場数 

排ガス検査 
実 施 件 数 

ば い 煙 発 生 施 設 160 16 

揮発性有機化合物排出施設 7  6 

一般粉じん発生施設 125 － 

「公害防止覚書」とは 

公害防止のひとつの手段として地方公共団体

または住民と企業との間で締結されるものをい

う。覚書は、法令の規制基準を補完し、地域に応

じた公害防止の目標値の設定、具体的な公害対

策の明示等を内容としたものが多い。 

ばい煙発生施設届出件数（令和 5年度末） 

粉じん発生施設届出件数（令和 5年度末） 

立入検査実施状況（令和 5年度） 

資料：香川県環境管理課 

資料：香川県環境管理課 

資料：香川県環境管理課 
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② 交通管制システムおよび信号機の高度化 

高度化した交通管制システムによる信号制御や、ドライバーに対する交通情報板や光ビーコンを活

用した渋滞等の交通情報の提供により、交通流・交通量の分散や誘導を行って車両等の発進・停止回

数を減少させるなど、環境保全の対策を実施しました。 

また、節電効果や視認性の高い信号灯器のＬＥＤ化を推進しました。 

③ 適切な交通規制等 

駐車禁止規制の見直しや違法駐車の取締りを行うなど、円滑な交通流の確保のための駐車対策を実

施しました。 

 

 

ウ）光化学オキシダントの対策の推進 

① 揮発性有機化合物排出抑制対策の推進 

光化学オキシダント等大気汚染物質の原因物質の一つであると考えられている揮発性有機化合物

（ＶＯＣ）について、大気汚染防止法に基づき、工場・事業場に設置している揮発性有機化合物排出

施設への立入検査を実施するなど排出基準遵守の取組みを徹底しました。 

② 光化学オキシダント夏期対策 

光化学オキシダントによる健康被害を防止する

ため、濃度が高くなる夏期に光化学オキシダント夏

期対策期間を設け、「香川県大気汚染緊急時対策要

綱」（巻末資料 ＜2－3＞ ）に基づく注意報等が迅

速に発令できるよう監視体制を強化しています。 

令和 5年度は、中讃地域に 1回、光化学オキシダ

ント予報を発令しました。 

発令の際は、関係機関を通じて県民・学校などに

対し迅速に周知するとともに、協力工場に対して燃

料使用量の削減を要請しています。 

 

 

エ）微小粒子状物質（ＰＭ2.5）の対策の推進 

微小粒子状物質（ＰＭ2.5）については、濃度が高くなり、国の暫定指針を超過すると予想される場

合に、注意喚起を行うための監視体制を整えています。測定を開始した平成 24年度以降、年平均値は

徐々に低下しており、令和 5年度は、全 12測定局で環境基準を達成しています。 

また、ＰＭ2.5 の発生源とその影響を解析するために、ＰＭ2.5 の成分分析を実施して、情報収集を

行っています。 

 

  

「光化学オキシダント」とは 

大気中の窒素酸化物や炭化水素が、紫外線を

受けて光化学反応を起こし、二次的に生成され

るオゾンやパーオキシアセチルナイトレート等

の酸化性物質の総称で、光化学スモッグの原因

物質とされる。粘膜を刺激し、目やのどに影響

を与え、植物を枯らしたり、ゴムの損傷を早め

たりする。日差しの強い夏期に高濃度になりや

すい。 
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オ）石綿の飛散防止の推進 

① 石綿飛散防止の推進 

特定粉じん排出等作業について、随時立入検査を

行い、「大気汚染防止法」を遵守した作業であるかを

確認しました。 

▼ 立入検査件数（R5年度）：145 件 

（高松市実施分を含む。） 

 

また、「香川県石綿による健康被害の防止に関する

条例」では、多数の者が使用する建築物の所有者な

どに、特定石綿吹付け材使用の有無の調査、届出を

義務付けており、届出があった建築物について現地

調査を行い、劣化や飛散防止が不十分であった場合 

には指導を行っています。 

② 濃度調査の実施 

大気環境中の石綿濃度の実態を把握するため、住宅地域、幹線道路沿線地域、農業地域、廃棄物処

分場等周辺地域で 4～5 月、10 月にアスベスト調査を実施し、令和 5 年度についても低い濃度（0.10

～0.22 本/L）であることを確認しました。 

 

 

◎方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール 

      

「石綿（アスベスト）」とは 

天然に産する繊維状けい酸塩鉱物。丈夫で熱、

酸やアルカリなどに強く、安価なことから、耐

火被覆材、断熱材、保温材などに使用されてき

た。しかし、吸い込んで肺の中に入ると組織に

刺さり、15～40 年の潜伏期間を経て、肺がん、

悪性中皮腫などの病気を引き起こすおそれがあ

る。 
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第 2 節 水環境、土壌・地盤環境の保全 

◎現状と課題 

（1）現 状 

公共用水域や地下水には、水質汚濁に係る環境基準（下表）が設定されています。健康項目は、公共

用水域と地下水について一律に定められ、生活環境項目は、海域、河川ごとに利用目的に応じた水域

類型を設け、それぞれに基準を設定しています。（巻末資料＜2－6＞） 
 

水質汚濁に関する環境基準項目 

水域区分 健康項目 生活環境項目 その他 

公
共
用
水
域 

海域 カドミウム、全シ
アン、テトラクロ
ロエチレン、硝酸
性窒素および亜
硝酸性窒素など
公共用水域 27 項
目、地下水 28 項
目 

ＣＯＤなど 
11 項目 

ダイオキ 
シン類 

河川 
ＢＯＤなど 
8 項目 

湖沼 
※ 

ＣＯＤなど 
11 項目 

地下水 － 

※本県には、湖沼の環境基準が適用される水域はない。 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 水質汚濁の状況 

① 公共用水域（河川、海域） 

〔健康項目〕 

令和 5 年度に河川 19 地点と海域 10 地点で調査した結果、全測定地点で環境基準を達成しており、

良好な状況にあります。 

〔生活環境項目〕 

令和 5年度の環境基準の達成率は、河川（ＢＯＤ）66％、海域（ＣＯＤ）43％です。 

（水域別の結果については、95～97 ページを参照） 

 

 

② 地下水 

令和 5年度に 14 地点で実施した地下水の概況調査では、全地点で環境基準を達成していました。な

お、過去に環境基準を超過した地点においては継続監視を行っています。 

 

区分 水域数 
達成水域数（年度） 令和 5年度 

達成率(％) 元 2 3 4 5 

河 川 35 26 22 20 21 23 66 

海 域 7 3 3 2 3 3 43 

項目 水域数 
達成水域数（年度） 令和 5年度 

達成率(％) 元 2 3 4 5 

全窒素 4 4 4 4 4 4 100 

全りん 4 4 3 4 4 4 100 

「ＢＯＤ（Biochemical Oxygen Demand）」 

「ＣＯＤ（Chemical Oxygen Demand）」とは 
 

ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）は、水中の有

機物などが微生物により生物化学的に酸化分解

される際に消費される酸素の量である。 

ＣＯＤ（化学的酸素要求量）は、水中の有機物

などを酸化剤（過マンガン酸カリウム）で化学的

に酸化した際に消費される薬品の量を酸素の量

に換算したものである。 

ＢＯＤは河川の水の汚濁状況を、ＣＯＤは海域

および湖沼の水の汚濁状況を表すのに用いられ、

どちらも数値が大きいほど汚濁が著しいことを

示している。 

「環境基準」とは 
環境基本法に基づき定められている大気汚染や

水質汚濁、土壌汚染、騒音に係る環境上の条件につ

いて、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえ

で維持されることが望ましい基準のこと。 

資料：香川県環境管理課 

河川（ＢＯＤ）・海域（ＣＯＤ）の達成状況 海域（全窒素・全りん）の達成状況 

資料：香川県環境管理課 資料：香川県環境管理課 
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（2）課 題 

本県の発生源別ＣＯＤ汚濁負荷量をみると、

生活排水による汚濁が半分近くを占めている

ことから、河川や海域の水質汚濁を防止するた

め、工場・事業場の排水規制にあわせ、生活排

水対策を進めていく必要があります。 

また、水資源に恵まれない本県において、貴

重な水源となっている地下水については、一度

汚染されるとその回復が容易ではないことか

ら、汚染の未然防止が重要です。 

 

 

 

 

◎具体的な取組み 

「香川県水環境保全計画」に基づき、清らかで安全な水を確保するため、生活排水対策、産業系排

水対策、水域の浄化対策などを推進しています。 

河川や海域など公共用水域については、計画的に水質監視を行っています。また、汚濁負荷量の削

減を図るため、工場・事業場に対しては、ＣＯＤ、窒素及びりんを対象とした水質総量規制を実施す

るとともに、生活排水については「香川県全県域生活排水処理構想」に基づき、下水道などの生活排

水処理施設の整備を促進するなど、総合的な施策を推進しています。 

地下水については、汚染実態の把握に努めるとともに、地下水への有害物質の排出を規制するため、

水質汚濁防止法に基づく工場・事業場からの排水規制や有害物質を含む水の地下浸透禁止措置など水

質保全対策を実施しています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふるさと香川の水環境をみんなで守り育てる条例 

水 生 生 物 水 量 水 質 水 辺 空 間 水 文 化 

目 標 清らかで安全な水の確保 

生活排水対策の推進 産業系排水対策の推進 水域の浄化対策の推進 

瀬戸内海の水質保全 安 全 な 水 の 確 保 水質監視体制の充実 

香川県水環境保全計画 

目標達成のための施策 

水質保全対策 

資料：香川県環境管理課 

生活排水

42%

産業排水

41%

その他

17%

県内の発生源別ＣＯＤ汚濁負荷量の割合
（令和4年度）
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１ 監視の実施および県民への情報提供 

ア）計画的な監視の実施 

① 水質測定計画に基づく計画的な監視 

公共用水域や地下水などの水質汚濁の状況を常時監視するため、測定項目、監視地点や方法、その

他必要な事項について、毎年、国、市町の計画との調整を図りながら、測定計画を作成し、継続的に

水質監視に取り組んでいます。令和 5 年度の調査地点数は下表のとおりで、このうち、河川 35 水域

（環境基準地点 35地点）、海域 7水域（環境基準地点 32 地点）の位置は次のとおりです。 

事業主体別調査地点数（令和 5年度） 

調査区分 

 

事業主体 

環境基準監視調査 そ の 他 

河川 

(水質) 

海域 

(水質) 

地下水(水質) 河川 海域 ダム・ため池 

(水質) 

地下水 

(水質) 概況 継続 (水質) (底質) (水質) (底質) 

国土交通省  3 －  3 － － － － － － － 

香 川 県 48 39  4 14 － － － 3  80 － 

高 松 市 13 －  8 13  11 －  5 －  16 － 

他 の 市 町 － － － －  92  1 54 16  22  7 

合 計 64 39 15 27 103  1 59 19 118  7 

 

 

河川・海域の環境基準地点図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

《 河川の状況（令和 5年度） 》 

河川のＢＯＤは、その年の降水量などの影響による変動を受けることがあることから、長期的な動

向を見ていく必要があります。最近の 5年間（令和元年度～5年度）と 20年前の 5年間（平成 11 年度

～15年度）のデータを比較すると、環境基準達成率が 50％から 64％に 14ポイント向上しており、全

体的に水質は改善傾向にあります。 
 

資料：香川県環境管理課 

資料：香川県環境管理課 
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◆ 東讃地区河川 

流域人口密度が低い河川が多く、弁天川と鴨部川

を除き、清澄な水質が保たれています。また、中流

域では伏流水となり、渇水時には河道に流水が見

られなくなる河川が多くあります。 

 

 

 

 

 

 

 

○：環境基準適合（Ｘ/Ｙ≦0.25）、 

×：環境基準不適合（Ｘ/Ｙ＞0.25） 

Ｘ：日間平均値が環境基準を満たしていない日数 、Ｙ：総測定日数 

類型：巻末資料＜2－6＞ 
 

 

◆ 高松地区河川 

流域に高松市の市街地を含むため、流域人口密

度が高い都市型河川が多くなっています。下水道

整備地区の拡大、工場排水処理施設の整備などに

より、著しい汚濁は見られなくなりましたが、生活

排水の影響が大きい河川では依然として水質の汚

濁が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
  

環境基準類型 
あてはめ水域 

類 

型 

達成状況（年度）ＢＯＤ年平均値（mg/L）

R3 R4 R5 R4 R5 
前年度 
比 較 

馬 宿 川 Ａ ○ ○ ○ 0.9 1.0 横ばい 
湊   川 Ａ × ○ ○ 0.9 1.1 やや悪化 
与 田 川 Ａ ○ ○ ○ 0.9 1.3 悪化 
番 屋 川 Ｃ ○ ○ ○ 2.2 1.8 横ばい 
津 田 川 Ａ ○ ○ ○ 1.2 1.5 やや悪化 
弁 天 川 Ｃ × × × 5.3 6.1 横ばい 
鴨 部 川 Ａ × × × 2.2 2.7 やや悪化 

環境基準類型 
あてはめ水域 

類

型 

達成状況(年度) ＢＯＤ年平均値（mg/L）

R3 R4 R5 R4 R5 
前年度 

比 較 

牟 礼 川 Ｂ ○ ○ ○ 2.5 2.6 横ばい 
春 日 川 Ｂ ○ ○ × 2.0 3.7 悪化 
新 川 Ｂ × × × 8.3 6.1 やや改善 
相 引 川 Ｄ × × ○ 6.5 4.9 やや改善 
詰 田 川 Ｃ※ ○ ○ ○ 3.6 3.4 横ばい 
御 坊 川 Ｅ ○ ○ ○ 3.1 3.0 横ばい 
杣 場 川 Ｄ ○ ○ ○ 4.3 2.5 改善 
摺 鉢 谷 川 Ｃ ○ ○ ○ 1.3 1.4 横ばい 
香東川上流 Ａ ○ ○ ○ 1.5 1.1 やや改善

香東川下流 Ｂ ○ × × 2.8 2.7 横ばい 
本津川上流 Ａ × × × 3.2 3.3 横ばい 
本津川下流 Ｂ × × × 5.0 4.1 横ばい 

環境基準達成状況 

資料：香川県環境管理課 

資料：香川県環境管理課 

環境基準達成状況 

類型：巻末資料＜2－6＞ 

※R4 まで D類型、R5 から C類型 
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◆ 中讃地区河川 

県内で唯一の一級河川土器川と、二級河川では最

大規模の綾川が含まれます。都市型河川が多く、市

街地の拡大による生活排水の影響で水質の汚濁が

見られる河川もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 西讃地区河川 

一の谷川を除き、流域人口密度が比較的低い農村型河川に分類されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 小豆地区河川 

県内の河川の中でも特に流路延長が短く、勾配

も急なため、増水時には一気に流下しますが、平

常時は河道に流水が見られないことも珍しくあり

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

環境基準類型 

あてはめ水域 

類

型 

達成状況(年度) ＢＯＤ年平均値（mg/L）

R3 R4 R5 R4 R5 
前年度 

比 較 

青 海 川 Ａ × ○ ○ 1.4 1.0 やや改善 

綾 川 Ａ ○ × ○ 1.7 1.5 横ばい 
大束川上流 Ｂ × × × 4.1 3.0 やや改善 

大束川下流 Ｃ ○ ○ ○ 3.0 3.1 横ばい 
土 器 川 Ａ × × ○ 1.9 1.3 改善 
西 汐 入 川 Ｄ ○ ○ ○ 4.0 3.0 やや改善 

金 倉 川 Ａ × × × 2.6 1.7 改善 
桜 川 Ｂ ○ ○ ○ 2.0 1.7 横ばい 
弘 田 川 Ａ × × × 3.3 2.3 改善 

環境基準類型 

あてはめ水域 

類

型 

達成状況(年度) ＢＯＤ年平均値（mg/L）

R3 R4 R5 R4 R5 
前年度 

比 較 

高 瀬 川 Ｂ × × × 4.3 5.6 悪化 

財田川上流 Ａ × ○ × 1.3 1.4 横ばい 
財田川下流 Ｂ ○ ○ ○ 1.9 1.4 やや改善 

一 の 谷 川 Ｄ ○ ○ ○ 4.5 3.3 やや改善 

柞 田 川 Ｂ ○ ○ ○ 2.1 1.4 改善 

環境基準類型 
あてはめ水域 

類

型 

達成状況(年度) ＢＯＤ年平均値（mg/L）

R3 R4 R5 R4 R5 
前年度 

比 較 

伝 法 川 Ｂ × × ○ 2.9 2.0 改善 
安 田 大 川 Ｂ ○ ○ ○ 2.1 1.8 横ばい 

環境基準達成状況 

環境基準達成状況 

環境基準達成状況 

資料：香川県環境管理課 

資料：香川県環境管理課 

類型：巻末資料＜2－6＞ 

類型：巻末資料＜2－6＞ 

類型：巻末資料＜2－6＞ 資料：香川県環境管理課 
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《 海域の状況（令和 5年度） 》 

海域のＣＯＤを最近の 5 年間（令和元年度～5 年度）と 20 年前の 5 年間（平成 11 年度～15 年度）

のデータを比較すると、環境基準達成率が 54％から 40％に 14 ポイント低下しており、近年は悪化傾

向にあります。 

海域の全窒素および全りんは平成 10 年度から評価対象となっており、最近の 5 年間（令和元年度

～5年度）と 10 年前の 5年間（平成 21年度～25年度）のデータを比較すると、全窒素はいずれも環

境基準達成率 100％でしたが、全りんについては、令和 2 年度に 4 水域中 1 水域で環境基準を超過し

たため、最近の 5 年間の環境基準達成率は 95％になっています。 

◆東讃海域 

ＣＯＤが環境基準を達成していませんが、全窒素および全りんについては、環境基準を達成しまし

た。 

◆備讃瀬戸 

比較的潮流が速く、透明度はあまり良くありませんが、赤潮の発生が少ないという特徴を持ってい

ます。ＣＯＤが詰田川尻で環境基準を達成していませんが、全窒素および全りんについては、環境基

準を達成しました。 

◆燧灘東部 

潮流が弱いため停滞性が強く、夏期には上・下層の温度差ができ、上下混合が抑えられるため、底

層水中の溶存酸素量（ＤＯ）の低下が認められます。ＣＯＤが環境基準を達成していませんが、全窒

素および全りんについては、環境基準を達成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境基準類型 

あてはめ水域 

類 

型 

環 境 

基 準 

地点数 

達成状況 

（年度） 
R5 年度 

年平均値 

（mg/L） R3 R4 R5 

東 讃 海 域 Ａ 12 × × × 2.0 

備

讃 

瀬

戸 

備讃瀬戸 Ａ 8 × × × 2.1 

詰田川尻 Ａ 1 × × × 2.8 

高 松 港 Ｂ 1 ○ ○ ○ 2.0 

坂 出 港 Ｂ 3 × ○ ○ 2.5 

番の州泊地 Ｂ 1 ○ ○ ○ 2.3 

燧 灘 東 部 Ａ 5 × × × 2.3 

環境基準類型 

あてはめ水域 

類 

型 

環 境 

基 準 

地点数 

達成状況

（年度） 
R5 年度 

年平均値 

（mg/L） R3 R4 R5 

東 讃 海 域 Ⅱ 12 ○ ○ ○ 0.16 

備讃瀬戸（イ）Ⅱ 5 ○ ○ ○ 0.21 

備讃瀬戸（ハ）Ⅱ 3 ○ ○ ○ 0.17 

燧 灘 東 部 Ⅱ 5 ○ ○ ○ 0.17 

環境基準類型 

あてはめ水域 

類 

型 

環 境 

基 準 

地点数 

達成状況

（年度） 
R5 年度 

年平均値 

（mg/L） R3 R4 R5 

東 讃 海 域 Ⅱ 12 ○ ○ ○ 0.023 

備讃瀬戸（イ）Ⅱ 5 ○ ○ ○ 0.028 

備讃瀬戸（ハ）Ⅱ 3 ○ ○ ○ 0.026 

燧 灘 東 部 Ⅱ 5 ○ ○ ○ 0.022 

環境基準達成状況（全窒素） 

資料：香川県環境管理課 

類型：巻末資料＜2－6＞ 

環境基準達成状況（全りん） 

資料：香川県環境管理課 

環境基準達成状況（ＣＯＤ） 

類型：巻末資料＜2－6＞ 資料：香川県環境管理課 

資料：香川県環境管理課 類型：巻末資料＜2－6＞ 
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【燧灘東部底層溶存酸素量（DO）の推移】
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８月 最 小

令和平成



第 1部／第 6章／第 2節 水環境、土壌・地盤環境の保全 

- 98 - 
 

《 赤潮の発生状況（令和 5 年） 》 

令和 5年に発生した赤潮は 1 件で、前年の 6件より減少しています。 

 

《 ダム・ため池の状況（令和 5 年度） 》 

県内の主要なダム・ため池について水質調査を

実施しています。令和 5 年度は 69 か所で調査し

た結果、ＣＯＤ年平均値でみると、5mg/L 以上の

「汚れている」および「大変汚れている」と判定

されたダム・ため池が 74％を占めました。 

 

 

 

 

 

② 環境基準の水域類型の指定の見直し 

県内の水域は、環境基準を達成しておらず、今後とも対策が必要な水域がある一方、長期間にわた

り環境基準を達成している水域があります。環境基準を達成している水域の中には、指定された類型

より上位の基準を満たしている場合があるため、現状より悪化することを認容することのないよう配

慮する必要があります。このため、上位の水域類型に見直しても、環境基準の達成が可能である河川

について、上位の類型への見直しを行っています。 

令和 5年度には丸亀市の西汐入川の類型をⅮ類型からＣ類型に見直し、令和 6年 4 月から適用して

います。今後も河川水質の状況に応じて類型の見直しを進めていきます。 

 

 

イ）水質汚濁事故時の連絡体制の整備 

① 水質異常事故への対応 

香川県水質異常事故取扱マニュアルに基づき、河川や海域への油の流入、魚類の大量へい死など水

質異常事故の発生時における国、市町等との緊急連絡体制を確保しています。また、事故発生時には、

その原因究明と被害の拡大防止に努めるとともに、事故を起こした事業者に対し、再発防止のための

指導を行っています。 

 

 

 

２ 水質汚濁発生源対策の推進 

ア）総量削減計画の推進 

瀬戸内海への汚濁負荷量を全体的に削減する総量規制が制度化され、指定地域内事業場（日平均排

水量が 50 ㎥以上の特定事業場）の設置者に対して、総量規制基準の遵守と汚濁負荷量の測定を義務

付けるとともに、関係府県ごとに「総量削減計画」を策定して、水質改善に努めています。 

本県でも、昭和 55 年 4 月に第 1次水質総量削減計画を策定し、第 4次まではＣＯＤを対象に、第 5

次からは対象項目に窒素含有量およびりん含有量を加えて汚濁負荷量の削減を実施しており、令和 4

年 11月に第 9次計画を策定しました。 

 
 

資料：香川県環境管理課 
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香川県の指定地域内における水質汚濁発生負荷量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ）工場･事業場に対する排水規制の推進 

① 産業系排水対策の推進 

◆ 法律による規制 

工場・事業場から公共用水域に排出される水については、水質汚濁防止法および瀬戸内海環境保全

特別措置法に基づき規制されています。 

水質汚濁防止法では、特定施設の設置、変更を行う場合に事前に知事への届出が必要であり、この

届出を受けて、排水基準の遵守を厳しく指導しています。 

また、瀬戸内海環境保全特別措置法では、1 日当たりの最大排水量が 50 ㎥以上の特定事業場におけ

る特定施設の設置および構造などの変更は知事の許可が必要であり、あわせて特定施設を設置するこ

とが周辺環境に及ぼす影響についての事前評価を実施することになっています。 

◆ 条例による規制 

生活環境保全条例により、本県では昭和 50 年か

ら、公共用水域について、国の排水基準にかえて適

用すべきより厳しい排水基準、いわゆる「上乗せ排

水基準」を定めています。 

また、平成 24 年 4 月から、条例で規定する施設を

設置する工場または事業場のうち、1 日当たりの平

均排水量が 10 ㎥以上のものから排出される水に対

して、県独自の基準を適用しています。 

1.1
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「上乗せ排水基準」とは 

ばい煙または排水の規制に関して、国が定め

る全国一律の排出基準または排水基準では、特

定地域の人の健康を保護しまたは生活環境を

保全することが十分でないと認められるとき、

都道府県が条例で定めることのできる厳しい

排出基準または排水基準のこと。 

「総量規制」とは 

一定の地域内の汚染（汚濁）物質の排出総量を

環境保全上許容できる限度にとどめるため、工場

等に対し汚染（汚濁）物質許容排出量を割り当て

て、この量をもって規制する方法をいう。従来の

濃度規制では地域の健全な生活環境を維持する

ことが困難な場合に、その解決手段として総量規

制の方式がとられている。 

資料：香川県環境管理課 
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◆ 公害防止覚書などによる規制 

本県では、昭和 42 年に番の州工業用地に進出した各企業との間で「公害防止に関する覚書」を交換

するとともに、昭和 50年には直島町の銅製錬工場との間に「環境保全協定」を締結し、法令で定める

よりも厳しい公害防止対策を課すことにより、環境汚染の防止に努めています。 

◆ 立入検査 

県内における瀬戸内海環境保全特別措置法の対象事業場 215、水質汚濁防止法の対象事業場 3,298

のうち、排水基準の適用を受けるもの（日最大排水量が 50 ㎥以上のものおよび有害物質を排出する

もの）を重点に立入検査を実施し、排出水の検査と排水処理施設の改善指導を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 未規制小規模事業所の指導 

排水量が小さく規制の対象とならない事業場や、水質汚濁防止法の規制対象となっていない事業場

については、その実態を調査し、調査結果に基づき汚濁負荷量を低減するうえで必要な指導などを行

っています。 

 

 

ウ）生活排水処理施設の整備 

本県では、下水道、農業・漁業集落排水施設、合併処理浄化槽などの生活排水処理施設の整備を効

率的・計画的に実施するため、「香川県全県域生活排水処理構想」を策定し、総合的な生活排水対策を

進めています。 

令和 5年度末の汚水処理人口普及率は 81.9％と全国平均（93.3％）と比べると十分とはいえず、よ

り効率的・計画的な施設整備が促進されるよう、市町と連携し、次ページの施策を展開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 事業場数 立入検査件数 指導件数 

香川県 
［高松市を除く］ 

2,461 
344 

(163) 
35 

高松市 1,052 
103 

(103) 
12 

※（ ）内は排水検査件数を内書き 
資料：香川県環境管理課 

資料：香川県環境管理課 

瀬戸内海環境保全特別措置法および 

   水質汚濁防止法の特定事業場数(R6.3 末現在) 
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「香川県全県域生活排水処理構想」の施策体系 

 
 

 

 

① 合併処理浄化槽 

◆ 浄化槽の整備促進 

○浄化槽設置整備事業 

合併処理浄化槽設置者に対して補助を行う市町に対し、国と県が補助を行いました。 

○既存単独処理浄化槽等撤去費補助 

単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽へ転換する際には、既存単独処理浄化槽の撤去費にも補助

を行い、転換の促進を図りました。 

 

 

全 県 的 な 施 設 整 備 の 推 進 １ 

生 活 排 水 処 理 施 設 に 関 す る 啓 発 ２ 県 民 の 理 解 と 協 力 

重 点 整 備 地 域 の 指 定 

合併処理浄化槽への転換に関する啓発 

情 報 の 提 供 

事 業 執 行 体 制 の 強 化 

各 事 業 間 の 連 絡 調 整 機 能 の 充 実 

財 源 の 確 保 

経 済 的 ・ 効 率 的 な 整 備 

維 持 管 理 の 効 率 化 と 適 正 化 

汚 泥 の 適 正 処 理 

連 携 、 協 力 ・ 調 整 

資 源 の 有 効 利 用 の 促 進 

３ 事業執行体制の確立と財源の確保 

４ 維 持 管 理 体 制 の 整 備 

５ 実 効 性 の 確 保 

効 率 的 な 運 営 管 理 の 推 進 

資料：香川県環境管理課 

資料：香川県環境管理課 
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○単独処理浄化槽等重点転換事業 

単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽へ転換する際には、新規に設置する合併処理浄化槽に必要

となる配管費にも補助を行い、転換の促進を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 浄化槽の適正管理の推進 

○浄化槽の維持管理 

浄化槽は、微生物の働きで汚水を浄化してお

り、その機能を十分に発揮させるためには日頃

の維持管理が大切であることから、保守点検、清

掃、法定検査の受検が浄化槽法で義務付けられ

ています。 

○適正な維持管理の実施 

浄化槽管理者には、「保守点検」、「清掃」、「法

定検査」の３項目が浄化槽法で義務付けられて

います。実施率の向上が課題となっており、制

度の周知などに努めました。 

また、令和 6年 3月に「香川県浄化槽適正処

理促進連絡協議会」を設立しました。 

▼ 保守点検 実施率（R4年度）：91.7％ 

▼ 清掃 実施率（R4年度）：31.5％ 

▼ 法定検査 
11 条検査の受検率（R4年度）：55.8％ 

（7 条検査は毎年 100％） 

○立入指導の強化 

法定検査において「不適正」と判定された浄化

槽については、保健福祉事務所などが現地調査

を行い、改善指導を実施しました。 

 

 

項 目 ～R4 年度 

R5 年度 
合  計 

全事業 
事 業 
完了分 

浄 化 槽 
設置整備 
事  業 

74,080 
(73,833) 

1,381 
(1,381) 

1,381 
(1,381) 

75,461 
(75,214) 

浄 化 槽 
市町整備 
推進事業 

 1,709 
 (2,962) 

    0 
    (0) 

    0 
    (0) 

 1,709 
 (2,962) 

計 
75,789 
(76,795) 

1,381 
(1,381) 

1,381 
(1,381) 

77,170 
(78,176) 

保守点検 

浄化槽の正常な機能を維持するた

め、浄化槽の点検・調整、補修や消毒

剤の補充などを行う作業。 

浄化槽の種類によっても異なるが、

家庭用の場合は、年 3 回以上行う。 

清  掃 

浄化槽の運転に伴って発生する汚

泥などを浄化槽の外へ引き出し、浄化

槽の各装置を洗浄する作業。 

通常は、年 1回以上行う。 

法定検査 

保守点検や清掃が適正に実施され、

浄化槽の機能が適正に維持されてい

ることを水質検査などにより確認す

る作業。 

浄化槽を使い始めてから 3か月を経

過してから 5か月以内に行う 7条検査

と、その後毎年 1回定期的に行う 11 条

検査がある。 

合併処理浄化槽の設置整備事業等の状況（県費補助） 
（単位：基） 

※（  ）内は国庫補助対象基数 

※浄化槽市町整備推進事業は、合併処理浄化槽の面的整

備を図る事業を実施する市町に対する補助。平成 21 年

度以降の実績はない。 
資料：香川県循環型社会推進課 
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② 農業集落排水事業の促進 

第 3 章第 3節を参照。（61 ページ） 

 

③ 下水道 

下水道は、家庭排水だけでなく、会社、学校、工場など地域全体から排出される汚水を終末処理場

へ集めて処理し、きれいな水にして海や川などへ放流します。 

本県では、令和 5 年度末で県が流域下水道の 1 流域 2 処理区を、7 市 7 町が公共下水道を、その放

流水質が排出基準を満たすよう適正に維持管理しています。（巻末資料＜2－9＞） 

また、「第 4 次香川県全県域生活排水処理構想」で掲げている、令和 7 年度末で下水道処理人口普

及率（処理区域内人口の行政人口に対する割合）を 49.0％にするという目標に向けて効率的・効果的

な整備を行っており、令和 5 年度末で 47.2％となっています。 

本県では、流域下水道事業を積極的に推進するとともに、下水道処理人口普及率の向上を図る目的

で、国庫補助対象外の市町単独汚水管渠工事を対象とした県費補助を平成4年度から実施することで、

下水道の整備促進に積極的に取り組んでいます。 

 

下水道処理人口普及率の推移 

 
 
 

下 水 道 の 種 類 

下水道には、流域下水道と公共下水道（広義）がある。さらに、公共下水道（広義）は、狭義

の公共下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道の 3 つに分けられる。 

また、下水道が整備された区域の住民は、遅滞なく下水道に接続しなければならない。 

流 域 下 水 道 
2 以上の市町の区域における下水を受け処理するもので、原則と

して都道府県が行う事業 

公共下水道 
（ 広 義 ） 

公 共 下 水 道 
（ 狭 義 ） 

主として市街地における下水（雨水と汚水）を排除し、または処

理するために原則として市町が管理する下水道 

終末処理場を有する単独公共下水道と、流域下水道に接続する流

域関連公共下水道に分けられる 

特 定 公 共 
下 水 道 

特定の事業者の事業活動に伴って排出される汚水を処理するため

の公共下水道 

特定環境保全
公 共 下 水 道 

市街化区域以外にある農山漁村の生活環境の改善、あるいは湖沼

などの自然環境の保全を目的に施行する公共下水道 

資料：香川県下水道課 
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エ）地下水の汚染防止対策の推進 

① 地下水の状況 
 

水質汚濁防止法に基づき、下記の調査を実施し

ています。 

 

 

地域の全体的な地下水質の概況を把握するた

めの調査（定点方式、ローリング方式） 

 ▽ 

 

概況調査などにより新たに発見された汚染に

ついて、その汚染範囲などを確認するための

調査 

 ▽ 

 

汚染地域について、継続的に監視を行うため

の調査 

 

◆概況調査 

令和5年度は、国、県および高松市合わせ

て14地点（定点方式）で調査した結果、地下

水の水質汚濁に係る環境基準を超過している

地点はありませんでした。 
 

◆汚染井戸周辺地区調査 

令和5年度は実施していません。 
 

◆継続監視調査 

令和 5 年度は、県および高松市合わせて 27

地点で調査した結果、6地点で環境基準を超過

していました。これらの地点の井戸所有者に

対しては、すでに、市町と協力して飲用水を水

道に切り替えるなどの衛生対策を指導してい

ます。 

 

 

オ）農畜水産業における水質汚濁負荷低減対策の推進 

① 肥料の適正使用等の推進 

土壌分析に基づく肥料の適正使用についての指導や、有機質肥料の効果確認などを実施し、化学肥

料低減技術の導入を推進しました。 

② 家畜排せつ物の適正処理等の指導 

畜産業から発生する家畜排せつ物の大部分は堆肥化処理され、有機質肥料として農業分野において

利活用されています。しかし、家畜排せつ物の管理が不適正であると、水質汚濁により地域環境を損

なうおそれがあるため、家畜排せつ物の適正処理技術の指導と家畜堆肥の利活用を推進しました。 

③ 養殖漁場の管理の適正化等の指導 

養殖業による漁場環境の悪化を防ぐため、｢香川県魚類養殖指導指針｣に基づき、関係事業者を指導

するとともに、香川県漁業協同組合連合会が行う養殖漁場の環境調査に対し補助を行いました。 

 

 

カ）開発事業等に係る排水対策の推進 

① 開発規制による水質汚濁未然防止対策 

開発事業等の実施に当たり、工事中の土砂や濁水の流出防止を図るため、「みどり豊かでうるおい

のある県土づくり条例」に基づく事前協議等による沈砂池の設置など、水質汚濁未然防止対策を推進

しました。 

 

 

 

 

概 況 調 査 

汚染井戸周辺地区調査 

継続監視調査 
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３ 水環境の保全対策の推進 

ア）瀬戸内海の環境の保全に関する香川県計画等の推進 

第 1 章第 3節を参照。（25 ページ） 

 

 

イ）香の川創生事業の促進 

① 香の川創生事業 

ふるさと香川の水環境をみんなで守り育てる条例に基づき、地域住民、市町、県等が協働して「香

の川創生事業」を実施しています。綾川、金倉川、与田川、大束川、桜川流域において、水辺の美化

活動、水生生物調査、ポスター展等を実施し、水環境保全の意識の高揚を図りました。 

 

 

ウ）ため池の水質改善の促進 

農業用水を確保するため、ため池の底に溜まったヘドロをしゅんせつすることで、ため池の水質改

善の促進に努めました。 

また、ため池の管理者に対し、ヘドロのしゅんせつやため池の水を抜く「池干し」による水質改善

の取組みを促しました。 

▼ しゅんせつ土量（R5 年度）：13,588 ㎥ 

 

 

 

４ 土壌・地盤環境の保全対策の推進 

ア）土壌汚染防止対策の推進 

① 土壌汚染防止対策 

土壌汚染対策法では、有害物質使用特定施設の使用が廃止されたとき、3,000 ㎡以上の土地の形質

変更の届出の際に土壌汚染のおそれがあると知事等が認めるとき等は、土地所有者等は土壌の汚染状

況を調査し、知事等にその結果を報告しなければなりません。 

土壌汚染が判明した場合には、知事等は健康被害を防止するために汚染の除去等の措置が必要な区

域（要措置区域）、または直ちに汚染の除去等の措置を講じる必要がない区域（形質変更時要届出区

域）に区分して指定・公示します。要措置区域に指定した場合には、知事等は、土地所有者等に必要

な措置を指示します。 

また、生活環境保全条例において土壌汚染の未然防止や早期発見、拡大防止のため、定期点検等の

実施や汚染発見時の届出、土壌の汚染を引き起こすおそれがある特定の施設の使用廃止時の調査と、

汚染原因の調査および汚染原因者による汚染拡大防止措置の実施等を義務付けています。 

② 農用地土壌汚染対策 

農用地の土壌の特定有害物質による汚染の防止および除去ならびにその汚染に係る農用地の利用

の合理化を図るため、令和 5 年度は、9 か所で農用地の定点調査を行いましたが、土壌汚染は確認さ

れませんでした。 

 

 

 



第 1部／第 6章／第 2節 水環境、土壌・地盤環境の保全 

- 106 - 
 

イ）地盤環境の保全対策の推進 

① 地下水の適正利用 

地下水・地盤環境の状況を把握し、地下水の保全および適正な利用を図る目的で、生活環境保全条

例に基づき、揚水機の吐出口の断面積 19 ㎠を超える揚水施設を設置する場合には、事前に施設の使

用等の届出を義務付けています。 

② 地下水取水の自主規制および地下水位観測 

国、県、関係市町、地下水利用企業等で構成する香川中央地域地下水利用対策協議会で、地下水の

取水について自主規制を行うとともに、高松地区 4か所、中讃地区 4か所で地下水位の観測を継続し、

経年的な水位調査を行っています。 

 

 

 

 

◎方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール 
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第3節 騒音・振動・悪臭・化学物質対策等の推進 

◎現状と課題 

 

（1）現 状 

騒音・振動・悪臭は、人の感覚に直接影響を与え、日常生活の快適さを損なうことで問題になることが多く、

感覚公害と呼ばれ、公害に関する苦情の中でも高い割合を占めています。 

騒音では、土地利用の実態などに応じて環境基準の類型指定（巻末資料＜2－12＞）を行っています。令和 5

年度の達成状況（一般地域）を見ると、全測定地点で環境基準を達成しており、令和4年度の全国平均（90.8％)

を上回っています。 

また、自動車交通騒音に係る環境基準の達成状況を把握するため、8市3町で幹線交通を担う道路（国道、県

道、4車線以上の市町道）に面する地域の面的評価を行った結果、調査地域全体の環境基準達成率は96.8％であ

り、令和4年度の全国平均（94.9％）を上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※1 測定は、環境基準の類型指定地域において市町が実施 

※2 測定地点数 32地点（Ａ類型11地点、Ｂ類型11地点、 

Ｃ類型 10地点）        

 

 

 

 

 

 

 
 

※環境基準の達成率は、評価対象の住居などの戸数（沿道50m の範囲

内にある住居などの戸数）に対して、昼間と夜間とも騒音環境基準

を達成している住居などの戸数の割合を表している。 
 

 

化学物質の中には、有機水銀、ポリ塩化ビフェニル、農薬、ダイオキシン類など、その製造、流通、使用、廃

棄などのさまざまな段階で環境中に放出され、環境中での残留、食物連鎖による生物学的濃縮など、環境汚染が

しばしば社会問題化するものがあります。 

令和 5 年度に国、県および高松市が環境中のダイオキシン類濃度について調査を行った結果、すべての調査

地点で環境基準に適合していました。 

 

Ａ累計 Ｂ累計 Ｃ累計 全体

昼 100% 100% 100% 100%

夜 100% 100% 100% 100%

全日 100% 100% 100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

環
境
基
準
達
成
率

一般地域の環境騒音環境基準達成状況 
（令和5年度）

自動車騒音環境基準達成状況（令和5年度） 

＜市町別達成状況＞ 

＜道路種類別達成状況＞ 

資料：香川県環境管理課 

資料：香川県環境管理課 
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ダイオキシン類環境汚染状況監視結果（令和5年度） 

項   目 
調 査 
地点数 

調 査 
頻 度 

調査結果（年間平均値） 
環境基準 

平均値 最小値～最大値 単 位 

大気 

一般環境  7 2～4回/年 0.013 0.0050～0.022 

pg-TEQ/㎥ 
年間平均値 
0.6pg-TEQ/㎥以下 

沿道周辺  1 4回/年 0.0078 0.0050～0.015 

発生源  1 2回/年 0.017 0.0079～0.025 

水質 
河川 17 1回/年 0.33 0.083～0.92 

pg-TEQ/L 
年間平均値 
1pg-TEQ/L以下 海域  4 1回/年 0.089 0.069～0.14 

底質 河川  9 1回/年 1.2 0.16～4.6 pg-TEQ/g 150pg-TEQ/g以下 

地下水  4 1回/年 0.069 0.059～0.090 pg-TEQ/L 
年間平均値 
1pg-TEQ/L以下 

土壌 一般環境  4 1回/年 0.48 0.26～1.7 pg-TEQ/g 1,000 pg-TEQ/g以下 

 

 

（2）課 題 

騒音・振動・悪臭は、感覚公害と呼ばれるなど、私たちの日常生活の快適さを損なうことで問題となることが

多く、県内の行政機関に寄せられる公害苦情の3～4割程度を占めており、また、これらの苦情は発生源も多種

多様で、近年では、都市・生活型の苦情が増加傾向にあることから、市町と連携して対応していく必要がありま

す。 

騒音・振動については、今後、高速交通体系の整備などによる自動車交通量の増大が予想される場合は、関係

機関と密接な連携を図りながら、総合的な防止対策について検討を進めていく必要があります。 

化学物質対策については、ＰＲＴＲ制度、ダイオキシン類対策、環境省委託事業である化学物質環境実態調査

などを推進するとともに、新たな知見の収集に努める必要があります。また、原子力規制委員会委託事業である

環境放射能水準調査について、引き続き実施していく必要があります。 

 

 

 

 

◎具体的な取組み 

１ 騒音・振動・悪臭防止対策の推進 

ア）騒音・振動対策の推進 

① 法律による規制の推進 

◆ 環境基準の地域指定 

環境基本法では、騒音に係る環境基準が定められており、知事（市については市長）が環境基準を当てはめる

地域を指定しています。令和6年4月1日現在の環境基準の指定状況は次表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

資料：香川県環境管理課 
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◆ 規制地域の指定 

騒音規制法や振動規制法では、知事（市については市長）が生活環境を保全すべき地域として規制地域を指定

し、土地利用形態に応じた規制基準を定め、当該地域を管轄する市町長が、規制対象を監視、指導することによ

り、環境保全を図ることになっています。令和6年4月1日現在の規制地域の指定状況は下表のとおりです。 

 
 

県内における環境基準等の地域指定状況（令和6年4月1日現在） 

 騒音に係る環境基準 

を 当 て は め る 地 域 

騒音規制法に基づく 

規 制 地 域 

振動規制法に基づく 

規 制 地 域 

悪臭防止法に基づく 

規 制 地 域 

高松市 ▲ ▲ ▲ ▲ 

丸亀市 ▲ ▲ ▲ ▲ 

坂出市 ▲ ▲ ▲ ▲ 

善通寺市 ▲ ● ● ▲ 

観音寺市 ▲ ▲ ▲ ● 

さぬき市 ▲ ● ― ▲ 

東かがわ市 ▲ ▲ ― ▲ 

三豊市 ― ▲ ― ● 

土庄町 ― ― ― ― 

小豆島町 ― ― ― ― 

三木町 ― ― ― ― 

直島町 ― ▲ ― ― 

宇多津町 ▲ ● ● ▲ 

綾川町 ― ― ― ― 

琴平町 ― ― ― ― 

多度津町 ▲ ▲ ▲ ▲ 

まんのう町 ― ― ― ― 

●：地域指定あり 

▲：地域指定あり（一部地域を除く） 

―：地域指定なし 

 

  

資料：香川県環境管理課 
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◆ 工場等騒音・振動の規制 

騒音・振動規制地域内では、機械プレスや送風機など、著しい騒音や振動を発生する施設（特定施設）を設置

する工場・事業場が規制の対象となります。特定施設の市町長への届出状況は下表のとおりです。 

 

 

特定施設名 届出施設数 

金属加工機械 1,492 

空気圧縮機・送風機 7,414 

土石用破砕機等 389 

織機 75 

建設用資材製造機械 75 

穀物用製粉機 87 

木材加工機械 974 

抄紙機 4 

印刷機械 556 

合成樹脂用射出成形機 151 

鋳型造型機 17 

特定施設合計 11,234 

工場等実数 1,747 
 

 

 

◆ 建設作業騒音・振動の規制 

騒音・振動規制地域内では、くい打機など、著しい騒音や振動を発生する建設作業（特定建設作業）が規制対

象となります。特定建設作業の市町長への届出状況は下表のとおりです。 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

② 条例による規制の推進 

生活環境保全条例に基づき、航空機による商業宣伝や飲食店営業等に係る深夜における騒音等を規制していま

す。 

 
 

特定施設名 届出施設数 

金属加工機械 883 

圧縮機 2,111 

土石用破砕機等 239 

織機 53 

コンクリートブロックマシン等 55 

木材加工機械 54 

印刷機械 226 

ゴム練用・合成樹脂練用ロール機 0 

合成樹脂用射出成形機 29 

鋳型造型機 11 

特定施設合計 3,661 

工場等実数 810 

作 業 の 種 類 届出件数 

くい打機等を使用する作業 27 

びょう打機を使用する作業 0 

さく岩機を使用する作業 296 

空気圧縮機を使用する作業 37 

コンクリートプラント等を設けて行う作業 2 

バックホウを使用する作業 71 

トラクターショベルを使用する作業 1 

ブルドーザーを使用する作業 1 

計 435 

作 業 の 種 類 届出件数 

くい打機等を使用する作業  25 

鋼球を使用して破壊する作業   0 

舗装版破砕機を使用する作業   1 

ブレーカーを使用する作業 206 

計 232 

騒音規制法に基づく特定施設等の届出状況 
（令和5年度末）

振動規制法に基づく特定施設の届出状況 
（令和5年度末）

騒音規制法に基づく特定建設作業の届出状況 
（令和5年度末） 

振動規制法に基づく特定建設作業の届出状況 
（令和5年度末）

資料：香川県環境管理課 

資料：香川県環境管理課 

資料：香川県環境管理課 

資料：香川県環境管理課 
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③ 自動車交通騒音・振動の規制 

騒音・振動規制地域内において、測定の結果、道路交通に起因する自動車騒音または道路交通振動が、環境省

が定める限度（要請限度）を超え、周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められる場合、市町長は県公安

委員会に道路交通規制などの措置を取るよう要請することになっています。令和5年度に市町が実施した自動車

騒音と道路交通振動の調査結果は下表のとおりです。騒音については調査 35 地点すべてで、振動については調

査13地点すべてで要請限度を下回っていました。 
 

自動車騒音調査結果（令和5年度） 

市町名 
調 査 

地点数 

要請限度超過地点数 

いずれか 

の時間帯 
昼間 夜間 

高 松 市 8 0 0 0 

丸 亀 市 10 0 0 0 

坂 出 市 3 0 0 0 

善通寺市 4 0 0 0 

観音寺市 3 0 0 0 

東かがわ市 3 0 0 0 

三 豊 市 1 0 0 0 

多度津町 3 0 0 0 

計 35 0 0 0 

 
 

道路交通振動調査結果（令和5年度） 

市町名 
調 査 

地点数 

要請限度超過地点数 

いずれか

の時間帯 
昼間 夜間 

高 松 市 8 0 0 0 

坂 出 市 3 0 0 0 

観音寺市 2 0 0 0 

計 13 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

④ 交通公害対策の推進 

◆ 航空機騒音 

平成元年12月に高松空港周辺地域について、航空機騒音に係る環境基準の地域類型指定（地域の類型Ⅱ）

を行いました。令和5年度の騒音調査では、すべての地点で環境基準を達成していました。 

◆ 鉄道騒音 

昭和63年4月の瀬戸大橋開通に伴う鉄道騒音問題に対し、ＪＲ四国などは、これまでに深夜･早朝列車の

減速、新型車両の導入、車輪旋盤の設置、橋上の特定区間における惰行運転などの騒音低減対策を実施し、

昭和53年に本州四国連絡橋公団（現 本州四国連絡高速道路（株））が作成した環境影響評価で定めた環境

保全努力目標を達成するようになりましたが、県では地域住民の生活環境を保全するため、引き続き坂出市

と共同で騒音調査を実施しています。令和 5 年度は、すべての地点で環境保全努力目標を達成していまし

た。 

        瀬戸大橋に係る鉄道騒音調査結果      （単位：デシベル） 

調査地点 
橋からの 

距  離 
評 価 値 

（最高～最低） 

全列車の騒音ピークレベル 

（平均値） 

環境保全努力目標 

（評価値） 

与 島 
Ａ 約 50ｍ 74～72 71.5 80 

Ｂ 約 80ｍ 73～71 70.2 80 

［調査期間］令和5年12月12日～13日 
［調査列車数］139本 

※環境保全努力目標は、昭和53年に本四公団が作成した環境影響評価によるものであり、一般区間は75デシベル、吊橋な

ど長大橋梁区間は80デシベルとなっている。なお、今回調査した与島２地点は橋梁区間に該当する。 

※評価値は、1番目の列車から20番目の列車、2番目の列車から21番目の列車のように、それぞれ連続する20本の列車の

騒音ピークレベルのうち上位10個をパワー平均して算出したもの。 

 

 

資料：香川県環境管理課 

資料：香川県環境管理課 

資料：香川県環境管理課 
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イ）悪臭防止対策の推進 

① 「悪臭防止法」による規制 

悪臭防止法では、知事（市については市長）が悪臭の発生により被害が生ずると考えられる住居の集合し

ている地域などを悪臭規制地域として指定し、土地の利用形態に応じた規制基準を定め、当該地域を管轄す

る市町長が工場・事業場への立入検査、悪臭測定、改善勧告などの規制を行うことになっています。令和6

年4月1日現在の規制地域の指定状況は、「ア）騒音・振動対策の推進」のとおりです。 

なお、令和5年度に同法に基づく市町長の改善勧告などの対象となる事案はありませんでした。 

② 生活環境保全条例に基づく規制 

生活環境保全条例に基づき、ゴム等の屋外燃焼行為の制限を行っています。 

③ 家畜排せつ物の適正処理等の指導 

畜産業から発生する家畜排せつ物の大部分は堆肥化処理され、有機質肥料として農業分野において利活

用されています。しかし、家畜排せつ物の管理が不適正であると、悪臭の発生により地域環境を損なうおそ

れがあるため、家畜排せつ物の適正処理技術の指導と家畜堆肥の利活用を推進しました。 

 

 
 

２ 化学物質対策等の推進 

ア）化学物質の使用実態の把握と適正管理の推進 

① 化学物質環境実態調査 

化学物質による環境汚染の実態を把握するため、環境省委託事業である化学物質環境実態調査において、

環境残留性の高い物質を中心に、大気や水などのモニタリング調査等を計画的に実施しています。 

② ＰＲＴＲ制度の推進 

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（以下｢化管法｣という。）

により、対象事業者は毎年度、1年間に事業所から環境中へ排出される化学物質の量（排出量）と廃棄物と

して、または下水道放流により事業所外に移動する化学物質の量（移動量）を把握し、届出を行うことが義

務付けられています。 

県内の令和4年度の化学物質排出量について、事業者から届出された排出量（届出排出量）と国が推計し

た家庭、自動車、小規模事業所などからの排出量（届出外排出量）の合計（総排出量）は、5,213tです。 

総排出量が多かった上位5物質は次の図のとおりであり、塗料、インキ、接着剤、農薬の溶剤や染料の合

成原料などに使用されているトルエンとキシレンが、総排出量の約68％を占めています。 

県内事業所から届出のあった令和 4 年度の大気、公共用水域、土壌などへの排出量は 3,614t、廃棄物と

して、または下水道放流により事業所外へ移動した量は1,066t、合計4,680tです。 

なお、生活環境保全条例では、化学物質管理対策の規定を設け、事業者による化学物質の自主的な管理の

改善をより促進するため、次の内容を定めています。 

○ 対象事業者は、国の定めた指針に基づき、「化学物質管理の方針及び管理計画」を作成した場合には、

公表するよう努めなければならない。 

○ 排出量の多い事業者は、「化学物質管理の方針及び事業計画」または「化学物質適正管理計画」を作成

し、県へ提出するとともに、公表しなければならない。 

令和5年度、29の事業所から化学物質適正管理計画等の届出が提出されています。 
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総排出量が多かった上位5物質（令和4年度実績） 

 
 

 

 

イ）化学物質（農薬）の安全管理、安全使用の推進 

① 農薬安全使用の推進 

農家等の農薬使用者に対し、病害虫の効率的な防除と農薬の適正使用を推進するとともに、販売店等に対

して適正な管理や取扱いについて指導・啓発を行いました。 

② ゴルフ場使用農薬安全使用の指導 

ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁および水産動植物被害を未然に防止するため、「ゴルフ場で使

用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導指針」（環境省）に基づき、県内

5ゴルフ場に立入調査を行い、適切な排水管理等について指導を行いました。 

 

 

ウ）ダイオキシン類対策の推進 

① ダイオキシン類濃度の常時監視 

県内の大気、公共用水域の水質、底質、地下水、土壌の調査を実施し、環境基準の適合状況を把握してい

ます。 

② ダイオキシン類発生源の監視・指導 

廃棄物焼却炉など「ダイオキシン類対策特別措置法」の特定施設について、計画的にダイオキシン類の排

出状況などの把握に努めるとともに、排出基準・処理基準への適合状況を調査し、適切な指導監視を行いま

した。 

令和 5 年度に県が実施した廃棄物焼却炉の排出ガスなどのダイオキシン類濃度の行政検査結果および事

業者から県に報告されたダイオキシン類自主測定結果は次表のとおりです。自主測定結果において法令の

基準を超過していた施設に対しては、適切な指導を行いました。 

 

 

  

0 

84 

567 

1,144 

2,000 

120 

137 

20 

47 

389 

0 1,000 2,000 3,000

ニッケル化合物

ノルマル―ヘキサン

エチルベンゼン

キシレン

トルエン

排出量合計（t/年）

届出排出量

届出外排出量

「ＰＲＴＲ」とは 

（Pollutant Release and Transfer Register： 

環境汚染物質排出移動登録） 

ＰＲＴＲとは、毎年、どんな化学物質が、どこから、

どれだけ排出されているか知るための仕組み。 

化管法に基づき、化学物質を取り扱う全国の事業者

が1年間にどのような物質をどれだけ環境中へ排出し

たか、あるいは廃棄物としてどれだけ移動したかを国

に届け出、国はそれを集計し、毎年公表する。また、

家庭や農地、自動車などから排出される化学物質の量

も国が推計し、事業者からの届出とあわせて公表する。 

資料：香川県環境管理課 
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ダイオキシン類特措法特定施設数と 

立入検査件数（令和5年度） 

区 分 
施 設 数 

（R6.3月末現在） 
立入検査 
件  数 

指導件数 

大気基準 
適用施設 

99(18) 99(1) 6(1) 

水質基準 
対象施設 

 29(6)  2(1) 0(0) 

※（ ）内は高松市分で外数 

  
 

 

ダイオキシン類行政検査結果（令和5年度） 

区 分 施設の種類 検査数 
行政検査結果 

基準超過数 
最小～最大 単 位 

排出ガス 廃棄物焼却炉等  6 0～0.23 ng-TEQ/㎥ N 0 

排出水 廃ガス洗浄施設等  2 0.79～6.1 pg-TEQ/L 0 

ばいじん 廃棄物焼却炉  4 0.0036～0.82 ng-TEQ/g 0 

焼却灰 廃棄物焼却炉  3 0～0.0009 ng-TEQ/g 0 

放流水 産業廃棄物最終処分場  5 0.067～0.88 pg-TEQ/L 0 

 
 

ダイオキシン類事業者自主測定結果（令和5年度） 

区 分 施設の種類 報告数 
自主測定結果 

基準超過数 
最小～最大 単 位 

排出ガス 
廃棄物焼却炉 77 0.0000009～2.8 

ng-TEQ/㎥ N 
0 

アルミニウム合金製造施設  2 0.0024～0.0034 0 

排出水 廃ガス洗浄施設等  7 0～7.6 pg-TEQ/L 0 

ばいじん 廃棄物焼却炉 61 0～0.67 

ng-TEQ/g 

0 

焼却灰その 
他の燃え殻 

廃棄物焼却炉 66 0～0.28 0 

 
 

 

 

エ）環境放射能対策の推進 

① 環境放射能水準調査の実施 

昭和 63 年 7 月から、文部科学省(現 原子力規制委員会)の委託事業として環境放射能水準調査を実施し

ており、令和5年度に県が調査した結果は次表のとおりです。 

空間放射線量は、平常時の範囲で推移しています。また、土壌と魚（カレイ）について、ごく微量のセシ

ウム-137が検出されましたが、土壌については平常時の範囲内であり、魚（カレイ）については、食品衛生

法の基準をはるかに下回っており、問題となる数値ではありません。 

大気中の放射線量については、高松市、さぬき市、丸亀市、観音寺市で測定を行い、原子力規制委員会の

ホームページでリアルタイムに公表するとともに、その他の項目についても、県のホームページなどで公表

しました。 

ＵＲＬ 「放射線量等の測定結果」： 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyokanri/kankyo-hozen/taikiseikatu/kfvn.html 

 

「ダイオキシン類」とは 

燃焼や化学反応などの過程で非意図的に生成す

る物質である。環境中に広く存在しているが、量は

非常に少ない。ダイオキシン類対策特別措置法で

は、ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン、ポリ塩

化ジベンゾフランおよびコプラナーポリ塩化ビフ

ェニルをダイオキシン類と定義している。 

資料：香川県環境管理課 

資料：香川県環境管理課・循環型社会推進課 

資料：香川県環境管理課・循環型社会推進課 
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環境放射能水準調査結果 

調査項目 調査対象 調査回数 調査場所 令和5年度（単位） 

大気中の放
射線量調査 

空間放射線量 通年連続 

高松市 
（地上22m）

0.047～0.080（μSv/h） 

さぬき市 
（地上1m） 

0.048～0.107（μSv/h） 

丸亀市 
（地上1m） 

0.051～0.093（μSv/h） 

観音寺市 
（地上1m） 

0.049～0.093（μSv/h） 

環 境 中 の 
放 射 性 物 
質 調 査 

大気浮遊じん  4回/年 高松市 N.D 

降下物 12回/年 高松市 N.D  

上水  1回/年 高松市 N.D  

土壌（2層）  1回/年 坂出市 
【セシウム-137】 

1.0～2.2（Bq/kg乾土） 

精米  1回/年 高松市 N.D  

野
菜
類 

ダイコン  1回/年 高松市 N.D  

ホウレンソウ  1回/年 高松市 N.D  

牛乳  1回/年 木田郡 N.D  

魚（カレイ）  1回/年 高松市 
【セシウム-137】 
0.074（Bq/kg生） 

                                   （N.D：検出せず） 

 

 

 

 

 

◎方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール 

          

資料：香川県環境管理課 


